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議事日程（第１０号） 

日程第 １  議案第２５号 川辺川地区水利施設管理強化事業に関する事務の委託について 

日程第 ２  議案第２６号 あさぎり町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

日程第 ３  議案第２７号 あさぎり町人権擁護に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ４  議案第３０号 訴えの提起について 

日程第 ５  議案第３１号 令和4年度あさぎり町一般会計補正予算（第4号）について 

日程第 ６  議案第３２号 令和4年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）について 

日程第 ７  議案第３３号 令和4年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第2号）について 

日程第 ８  議案第３４号 令和4年度あさぎり町水道事業会計補正予算（第3号）について 

日程第 ９  議案第３５号 令和4年度あさぎり町下水道事業会計補正予算（第3号）について 

日程第１０  認定第 １号 令和3年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について 

（提案理由の説明） 

日程第１１  認定第 ２号 令和3年度あさぎり町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

          （提案理由の説明） 

日程第１２  認定第 ３号 令和3年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

         （提案理由の説明） 

日程第１３  認定第 ４号 令和3年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

          （提案理由の説明） 

日程第１４  議案第３６号 令和3年度あさぎり町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について 

         （提案理由の説明） 

日程第１５  議案第３７号 令和3年度あさぎり町下水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について 

        （提案理由の説明） 

日程第１６  認定第 ５号 令和3年度球磨郡障害認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

          （提案理由の説明） 

日程第１７  認定第 ６号 令和3年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

          （提案理由の説明） 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １  議案第２５号 川辺川地区水利施設管理強化事業に関する事務の委託について 

日程第 ２  議案第２６号 あさぎり町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

日程第 ３  議案第２７号 あさぎり町人権擁護に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ４  議案第３０号 訴えの提起について 

日程第 ５  議案第３１号 令和4年度あさぎり町一般会計補正予算（第4号）について 

日程第 ６  議案第３２号 令和4年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）について 

日程第 ７  議案第３３号 令和4年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第2号）について 

日程第 ８  議案第３４号 令和4年度あさぎり町水道事業会計補正予算（第3号）について 

日程第 ９  議案第３５号 令和4年度あさぎり町下水道事業会計補正予算（第3号）について 
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日程第１０  認定第 １号 令和3年度あさぎり町一般会計歳入歳出決算の認定について 

（提案理由の説明） 

日程第１１  認定第 ２号 令和3年度あさぎり町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

          （提案理由の説明） 

日程第１２  認定第 ３号 令和3年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

         （提案理由の説明） 

日程第１３  認定第 ４号 令和3年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

          （提案理由の説明） 

日程第１４  議案第３６号 令和3年度あさぎり町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について 

         （提案理由の説明） 

日程第１５  議案第３７号 令和3年度あさぎり町下水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について 

        （提案理由の説明） 

日程第１６  認定第 ５号 令和3年度球磨郡障害認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

          （提案理由の説明） 

日程第１７  認定第 ６号 令和3年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

          （提案理由の説明） 

 

 

午前１０時１０分 開 会 

 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。着席ください。 

◎副議長（森岡 勉君）  ただいまの出席議員は１３人です。定足数に達していますので、これから本日の会議

を開きます。本日の議事日程は御手元に配付のとおりです。 

日程第１ 議案第２５号 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１、議案第２５号、川辺川地区水利施設管理強化事業に関する事務の委託につ

いてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第２５号、川辺川地区水利施設管理強化事業に関する事務の委託について提案い

たします。提案理由を申し上げます。川辺川地区国営造成施設及び国営附帯県営事業造成施設の水利施設管理

強化事業に関わる事務の委託について、地方自治法第２５２条の１４第１項の規定による協議で、規約を定め、

錦町へ委託することについて、同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議

会の議決を経る必要があります。提案するものです。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。

どうか、審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。それでは、議案第２４号について御説明申し上げます。本年度、国

営川辺川総合土地改良事業の完了に伴いまして、令和５年度から、川辺川土地改良、失礼いたしました、議案

第２５号について御説明を申し上げ、申し上げます。本年度、国営川辺川総合土地改良事業の完了に伴い、令

和５年度から、川辺川土地改良区において、水利施設の管理運営業務が始まることになります。これに伴い、
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国県への補助金の申請業務などを行う必要が生じますが、関係町村を代表して、錦町において、一括して行っ

ていただくことになっております。このことで錦町と事務の委託契約を結ぶ必要が生じますが、関係市町村同

文にて提案をさせていただくものとなります。次のページをお願いいたします。なお、施行期日は、来年度へ

向けた準備等も生じるため、令和４年１０月１日となっているところです。説明は以上となります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第２５号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

日程第２ 議案第２６号 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第２、議案第２６号、あさぎり町職員の育児休業等に関する条約の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第２６号、あさぎり町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について提案いたします。提案理由を申し上げます。地方公務員の育児休業に関する法律の一部改正に伴い、

本条例の一部を改正する必要がある。よって地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求

めるため提出するものです。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか、審議の上、可決い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  それでは議案第２６号につきまして御説明いたします。今回の改正につきましては

育児休業の取得回数制限の緩和など、働きながら、育児がしやすい環境整備をする、進めるために、地方公務

員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして人事院規則に合わせ当町におけます、関係条例の一部を

改正するものでございます。６ページの新旧対照表を御覧ください。右側の改正後案を御覧ください。第２条

を第３号、アの括弧のアでは、非常勤職員の子の出生後、８週間以内の育児休業の取得要件の緩和措置を講じ

るものでございます。次の第２条第３号イでは、非常勤職員の子が、１歳以上の期間における育児休業の取得

要件を確認しない場合の要件を定める規定を講じるものでございます。７ページをお願いいたします。第２条

の３、第３号では、非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を、子が１歳６か月到達日とする要件について、

夫婦交代での取得や、特別の事情がある場合の柔軟な取得を可能とするための規定を講じるものでございます。

９ページをお願いいたします。第２条の４では、非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が２歳に達する

日とする要件について、夫婦交代での取得や、特別な事情がある場合の柔軟な取得を可能とするための規定を

講じるものでございます。１１ページをお願いいたします。第３条の２は、人事院規則に合わせ、第２条の５
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から移動し、追加改正するものでございます。第１０条、第６号では、人事院規則に合わせ、育児休業等計画

書を、育児短時間勤務計画書に改正するものでございます。５ページをお願いいたします。附則としましてこ

の条例は令和４年１０月１日から施行するものとしております。経過措置としましてこの条例の施行日前に、

育児休業等計画書を提出した職員に対する、この条例による改正前の第３条及び第１０条の規定の適用につき

ましては、従前の例によるものとしております。以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第２６号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

日程第３ 議案第２７号 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第３、議案第２７号、あさぎり町人権擁護に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第２７号、あさぎり町人権擁護に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て提案いたします。提案理由を申し上げます。部落差別をはじめ、あらゆる差別解消に努め、地域の実情に応

じた施策を講じるため、本条例の一部を改正する必要がある。よって、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により、議会の議決を求めるため提出するものです。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。

どうか、審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口町民課長。 

●町民課長（山口 和久君）  はい。それでは、議案第２７号について御説明申し上げます。今回の一部改正に

つきましては、上位法の部落差別解消推進法や、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改

正する法律により、部落差別の文言を追記、また、国の責務を条例に反映させることが、今回の改正となって

おります。新旧対照表によって御説明を申し上げます。第１条の目的で、現行の町民の人権が真に尊重され、

平和で明るいまちづくりに、国民に基本的人権の共有を保障し、から、もって、平和で明るい地域社会の実現

に改めます。また、現行の第６条、委任を、第８条としまして、同条の前に、第７条調査の実施を加えること

とします。また、現行第５条の啓発活動等の充実を、第６条としまして、第４条の次に第５条、相談体制の充

実を加える改正となります。２ページをお願いいたします。最後に、附則でこの条例は公布の日から施行いた

します。以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第２６号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに、失礼しました。失礼いたしました。もとい、議案第２７号を採決し

ます。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

日程第４ 議案第３０号 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第４、議案第３０号、訴えの提起についてを議題とします。提案理由の説明を求

めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第３０号、訴えの提起について提案いたします。提案理由を申し上げます。本件

土地について、所有権移転登記手続請求に関する訴えの提起するにあたり、地方自治法第９６条第１項第１２

号の規定に基づき、議会の議決を求める必要があるため提出するものです。詳細につきましては担当課長より

説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口町民課長。失礼しました教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  はい。それでは、議案第３０号につきまして、御説明いたします。深田高山総

合運動公園内には、民有地が存在しております。調査の結果、今回お示しします土地については、通常の所有

権移転登記では、登記が難しいため、時効取得を原因とする所有権移転登記の手続を進めたいことを、土地名

義人の相続人に御説明し、協力をお願いしましたところ、御理解を得たことから、本件土地について、所有権

移転登記手続請求に関する訴えの提起をするものです。１、相手方、球磨郡あさぎり町深田、ここに記載して

おります土地名義人の相続人。２ページを御覧ください。以上、３２名の方々でございます。１ページにお戻

りください。２、訴えの趣旨、被告らは原告に対し、本件土地について、時効取得を原因とする所有権移転登

記手続をせよとの判決を求める。３、訴えの概要。旧深田村は、昭和６１年３月３１日までに、本件土地及び

本件土地の周辺一帯を、高山運動公園として整備し、公共施設として管理を開始したことによって、所有の意

思を持って、本件土地の所有を開始し、以降、平穏かつ公然に本件土地の占有を継続したものである。そこで、

土地の権利を継承したあさぎり町は、裁判所に対し、本件土地について取得時効を援用し、本件土地の所有権

移転登記手続の請求の訴えを提起するものである。４、訴訟代理人、町長が委任したものとする。この訴訟に

つきましては、行政としての事務的なミスによりまして、何ら不備のない方々を訴えることで、事務処理を行

いますので、訴訟費用につきましては、今議会の補正予算に計上し、全額町が負担するものです。以上で説明

を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第３０号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

日程第５ 議案第３１号 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第５、議案第３１号、令和４年度あさぎり町一般会計補正予算第４号について、

を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第３１号、令和４年度あさぎり町一般会計補正予算第４号について提案いたしま

す。令和４年度あさぎり町の一般会計補正予算第４号は次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１

条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９億４,４７２万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１２６億２,０００飛び５４万４,０００円とするものでございます。詳細につきましては担当

課長より説明申し上げます。どうか、審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  田中財政課長。 

●財政課長（田中 伸明君）  はい。それでは、議案第３１号につきまして御説明申し上げます。２ページの続

きを読み上げます。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。第２条債務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正に

よる。第３条、地方債の変更は第３表地方債補正による。６ページをお願いいたします。第２表債務負担行為

補正です。あさぎり中学校仮設校舎賃借の債務負担行為をお願いするものです。内容につきましては、担当課

より御説明いたします。次のページをお願いいたします。第３表地方債補正です。今回６件の事業につきまし

て、限度額の補正をお願いしております。補正後の限度額を１億７,６５０万円追加するものです。詳細につ

きましては、担当課より御説明いたします。次１０ページをお願いいたします。財政課所管分につきまして、

御説明いたします。まず歳入からです。１番上の枠の目１、地方交付税ですが、今回の補正予算の財源調整に

より、普通交付税を追加するものです。次のページをお願いいたします。１番下の枠の目６、公共施設整備基

金繰入金は、今回補正計上しております旧中学校施設除却事業の財源として、基金からの繰入れを行うもので

す。次のページをお願いいたします。２枠目の目１繰越金ですが、前年度繰越金の確定により、現予算との差

額分を計上するものです。次の目４雑入の説明欄の上から四つ目、施設光熱水費は、貸付けを行っております。

旧須恵中学校の電気料収入について、電気料金の値上げにより追加をするものです。次の枠の目１総務債節１、

臨時財政対策債ですが、普通交付税から振替となる臨時財政対策債の、借入額の確定により予算との差額分を

追加、減額するものです。１４ページをお願いいたします。続きまして、歳出です。中ほどの目６財産管理費、

節１０、需用費ですが、施設の電気料の契約更新による電気料金の値上げに伴い、不足分を追加するものです。



- 113 - 

一つ飛びまして節２２償還金利子及び割引料ですが、旧須恵中学校グラウンド跡地、宅地分譲地の取得価格分

につきまして、売買契約の解除に伴い、土地代金を返還するものです。次最下段の目６、目１４基金費、節２

４積立金の財政調整基金積立金ですが、前年度繰越金の確定によりまして決算剰余金の２分の１を積み立てる

ものです。積立て額は３億３,０１０万８,２２９円となりまして、現予算との差額分を追加するものです。以

上で、財政課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  それでは総務課所管分の説明申し上げます。１１ページをお願いいたします。１枠

目の目６消防費県補助金、節１、消防費補助金の球磨川水系防災減災ソフト対策等補助金は、防災倉庫２基分

につきまして当初予算ではこの球磨川水系防災減災ソフト対策等補助金を予定しておりましたが、緊急防災減

災事業債の対象となることから、財源組替えにより、減額補正するものでございます。次に、１３ページをお

願いいたします。目６、消防債、節１消防施設整備事業債は、歳出で説明いたします消防施設費の防火水槽新

設に関する事業費につきまして、過疎債借り入れるように、増額補正するものでございます。その下節２、防

災基盤整備事業債は、防災倉庫を２基分につきまして財源組替えとしまして緊急防災減災事業債の借入れによ

り、増額補正するものでございます。次に、歳出を説明いたします。１４ページをお願いいたします。まず、

今回の補正では給与費の補正としまして、一般職の給与費につきまして地方公務員等共済組合法の改正により、

再任用職員及び、会計年度任用職員の健康保険が協会健保から熊本県市町村職員共済組合へ変更となることか

ら、関連する、所管課の共済費の社会保険料を減額補正し、地方公務員共済組合負担金を増額補正するもので

ございます。また、人件費を計上する全ての科目において、所要額を補正するものであり、各科目での説明は

省略させていただきます。特別会計におきましても同様に補正していることから、特別会計での給与費の各科

目での説明は省略させていただきます。また、後ほど各課所管課において説明します時間外勤務手当などの会

計年度任用職員、の給与費と合わせ、今回の補正の総額の補正後補正前の額は、２５ページからの給与費明細

に示すものでございます。それでは、総務課所管分を説明いたします。２２ページをお願いいたします。一つ

目の枠で目３消防施設費、節１４工事請負費は、耐震性防火水槽新設工事、八幡工区の工事請負費を増額補正

するものでございます。その下、目４防災管理費、節１３、使用料及び賃借料の自治体防災広報アプリ使用料

は、スマホなどのアプリ、あさぎりナビのメール配信システムのサポートが１２月で終了することにより、新

たに使用料を増額補正するものでございます。次に、給与費明細を説明申し上げます。２５ページをお願いい

たします。まず、特別職におきましては、今回の補正はございません。次に一般職の給与費について説明いた

します。次の２６ページをお願いいたします。一般職におきましては、関連する所管課で所要額を補正するも

のでございます。次、２７ページをお願いいたします。会計年度任用職員におきましては勤務体制の確保のた

めの増額として、新たに任用する職員の給与費を補正しております。今回の補正の総額は、各表の比較の欄に

示すとおりであり、補正による補正後補正前の額は、各欄の格段のとおりでございます。次に２８ページをお

願いいたします。今回の補正の増減額の明細でございますが、今回の補正は、時間外手当などによるものであ

ることから、その事由はその他の増減分に区分するものでございます。以上で総務課所管分について説明を終

わります。 
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◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  それでは、企画政策課所管分について説明いたします。１０ページをお願い

いたします。歳入です。二つ目の枠、目１総務費国庫補助金、節４地方創生臨時交付金ですが、生活応援給付

金事業ほか６事業の歳入を計上しております。最下段の枠、目１総務費、県補助金、節１総務管理費補助金で

すが、新型コロナウイルス感染対策事業で、入札支援システム、私立保育所等の給食費支援事業分の歳入を計

上しております。次に、１１ページをお願いいたします。三つ目の枠、目１、指定寄附金、節１指定寄附金で

すが、令和４年、７月末時点の寄附金が、前年度と同時期と比較しまして、約２倍の額を受入れております。

本年度の最終見込額として、前年度実績に、１.５倍を乗じました、約４億円を見込み、当初予算の差額分と

しまして、２億円を追加計上するものです。１４ページをお願いいたします。次に、歳出です。三つ目の欄、

目３、文書広報費、節１２、委託料ですが、メール配信システムと、あさぎりナビのカテゴリーに相違があり、

連携がとれていない部分を改修するものです。最下段の、目１４基金費、節２４積立金、説明のふるさと基金、

積立金ですが、歳入で説明いたしました分の、積み立てるものです。１５ページをお願いいたします。１番上

の、目１５、地域情報基盤整備推進事業費、 

節１０需用費ですが、難視聴対策としまして、あさぎり光を利用しまして、光を映像化し、地上デジタルテ

レビが、視聴できるようにする機器の購入費になります。三つ目の欄、目１７、ふるさと寄附対策費、節７報

償費ですが、ふるさと寄附御礼品としまして、歳入で増額計上いたしました 

見込額に、送料、返礼品割合そん料を、乗じました額を計上しております。その下、節１２、委託料ですが、

ふるさと寄附特産品発送業務委託料、その下、ふるさと寄附一括代行委託料、ワンストップ特例申請書受付代

行業務委託料ですが、寄附額を増額しましたので、必要経費を、増額計上するものです。最下段の欄、目２３、

生活応援給付金給付事業。節３、職員手当等は、担当１名分の時間外手当を計上しております。節１０、需用

費では、消耗品としまして、コピー用紙代、印刷製本費としまして、窓あき封筒６,０００枚と、生活応援券

１万４,７００冊分となります。節１１、役務費は、生活応援券と取引店への通知の、郵送料と、応援券、応

援券換金手数料を計上しております。節１２、委託料は、生活応援券、発送準備委託料としまして、宛名印刷、

封筒、仕上げ作業など、経費を計上しております。節１８、負担金補助及び交付金ですが、生活応援券、１万

４,７００人分を計上しております。以上で、企画政策分、企画政策課分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口町民課長。 

●町民課長（山口 和久君）  はい。それでは、町民課所管分の御説明申し上げます。まず歳入です。１０ペー

ジをお願いいたします。２枠目、目１、節１、戸籍住民基本台帳費補助金、説明の個人番号カード交付事務費

補助金は、歳出で説明いたします会計年度任用職員２名を任用するために必要な事業費に対する補助金で、１

０分の１０の補助でございます。その下、節２社会保障税番号システム整備費補助金で、同じく歳出で説明し

ます戸籍の広域交付に伴うシステム改修費が対象となり、１０分の１０の補助となります。３枠目、目１、節

２、戸籍住民基本台帳費委託金で、中長期在留者居住地届出等の３年度までの実績により減額するものです。

次に、歳出になります。１５ページをお願いいたします。２段目、目１６、節１７備品購入費は、来年８月よ

り、旅券の電子申請に対応するためのカードリーダーを購入するものです。１６ページをお願いいたします。
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２枠目、目１、報酬と、その下、節３職員手当等の説明会計年度職員期末手当、またその下、節４共済費、そ

の下、節８、費用弁償は、会計年度任用職員、２名分の人件費、人件費等を計上しております。２行目の節３

職員手当等の説明。時間外勤務手当は、日曜日にマイナンバー交付事務の臨時開庁に伴うものです。節１１、

役務費は、マイナンバーカードの出張申請時に対応する本人確認、受け取り郵便の郵送料を計上しております。

今説明しました歳出分が、歳入の、個人番号カード交付事務費補助金の対象となるものです。節１２委託料は、

戸籍の交付、広域交付に対応するためのシステム改修費を計上しております。同じく歳入の社会保障税番号シ

ステム整備費補助金の対象となるものです。最後に、節１７備品購入費は、証明書が２枚以上となった場合に

使用する契印閉じ機を購入するもので、臨時交付金を活用するものです。以上で、町民課所管分の説明を終わ

ります。 

◎副議長（森岡 勉君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  それでは、生活福祉課所管分の補正予算について説明をさせていただきま

す。１０ページをお願いいたします。歳入でございます。４枠目、目２、民生費県補助金の節１社会福祉総務

費補助金でございますが、において、民生委員児童委員の活動が増加することを見込み、当初の活動費補助金

と同等額を追加補助されるもので、民生委員協議会活動費補助金として受け入れるものでございます。１１ペ

ージをお願いいたします。２枠目、目５民生費県委託金の節１障害者福祉委託金でございますが、国が実施し

ます、生活のしづらさなどに関する調査に対します、あさぎり町の調査地区分を委託金として受け入れるもの

でございます。１２ページをお願いいたします。３枠目、節１、雑入の説明の中ほど、子供のための教育保育

給付費国庫負担金精算金から、養育医療費、県負担金精算金は、それぞれの事業の令和３年度事業、事業の実

績によります国、県の精算金を、受け入れるものでございます。１６ページをお願いいたします。歳出となり

ます。３枠目、目１社会福祉総務費の節１８負担金補助及び交付金は、民生委員児童委員、協議会に対する追

加補助でございます。１７ページをお願いいたします。１枠目、目４障害者福祉費、節１２委託料は、国が実

施します、生活のしづらさなどに関する調査の調査員委託料となります。その下、目７、社会福祉施設費、節

１４の工事請負費は、ヘルシーランドの高圧電流を引込みます高圧ケーブルと、負荷開閉器につきまして、部

品の交換工事を行うものでございます。その下、節１７備品購入費につきましては、ヘルシーランドに設置し

てあります監視カメラでございますが、経年劣化によりまして、動作しない状態となっているため、新しく備

品購入するものでございます。２枠目、目１児童福祉総務費、節１８負担金補助及び交付金は、物価高騰対策

として、県の交付金を活用し、令和４年度分の保育園、認定こども園の毎月の給食費に対し、対しまして、１

０％の補助を行うものでございます。その下、節２２償還金利子及び割引料は、各事業の令和３年度実績によ

りまして、国、県に対し、負担金や補助金を返還するものでございます。１８ページ、をお願いいたします。

１枠目、目１救護施設費、総務費の節８旅費につきましては、救護施設在り方検討委員会において、救護施設

の今後の在り方について協議を行っておりますが、公設民営について、にて運営している施設の視察研修分の

旅費として３名分を計上するものでございます。目２救護施設事業費でございますが、九州電力の割引対応が

終了することによる電気料の増額に対応するため、各事業において中止となった部分の不用額を減額し、電気

料に充てるものでございます。以上、生活福祉課所管分の説明、説明を終わります。 
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◎副議長（森岡 勉君）  林高齢福祉課長。 

●高齢福祉課長（林 敬一君）  それでは、高齢福祉課所管分について御説明いたします。１２ページをお願い

いたします。歳入でございます。最上段の目１特別会計繰入金、節２介護保険特別会計繰入金でございますが、

令和３年度介護保険事業特別会計決算により、事業費が確定いたしましたので、介護給付費負担金、及び、地

域支援事業負担金、一般事務費分の町負担返還分を一般会計へ繰り入れるものでございます。３枠目の目４雑

入、節１雑入の、一行目と２行目、低所得者保険料軽減負担金精算金につきましては、介護保険料の低所得者

に対する軽減強化が図られておりますが、３年度決算によります、国、県の精算金でございます。国が２分の

１、県、町が４分の１の負担率となっております。１７ページをお願いいたします。歳出になります。最上段、

前ページからの続きで、目２老人福祉費、節２２、償還金利子及び割引料の介護保険低所得者対策事業、県補

助金返還金でございます。これは、低所得者で、生活が困窮しておられる方に対しまして、介護サービスの利

用促進を図るために、介護サービスを提供する社会福祉法人等が実施する、利用者負担、利用者負担額減免措

置事業へ交付された補助金を精算し、県へ返還するものでございます。その下の節２７、繰出金でございます

が、歳入で説明しました低所得者保険料軽減事業の国、県の精算金に合わせまして、町負担、町負担分を加え

た額を介護保険特別会計へ繰り出すものでございます。以上で、高齢福祉課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。それでは、農林振興課所管分について御説明を申し上げます。歳入

になります。最上段の目４農林水産事業費県補助金の土地利用型農業支援事業補助金は、中山間地域で活躍を

し、複合経営における機械導入により、作業効率や労働の平準化と、規模拡大を目指すものに対する県の補助

金で、事業費の２分の１を受け入れるものになります。次に、最下段の枠目９、林業振興基金繰入金は、２名

の林業従事者から林業機械等の導入申請がありましたので、６５万８,０００円を繰り入れるものです。次の

ページをお願いいたします。３段目の枠、目４雑入の上から３行目、薬草加工場光熱水費につきましては、電

気料の値上げによる薬草合同会社負担分の増額分となります。次に、１９ページをお願いいたします。歳出に

なります。目８、水田農業経営確立対策事業費の土地利用型農業を支援事業補助金は、歳入で説明をいたしま

した１件の農業団体に対し支出をするものです。次の目９農業施設管理費の電気料は、所管する二つの施設の

契約電気料の値上げに対する増額分を計上したものです。次に目１０畜産事業費、節１８負担金補助及び交付

金の畜産経営継続支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染症や、世界情勢の影響により、高騰する配合飼

料により、経営が逼迫している畜産農家に対して経営の継続を支援するものとなります。次に、目１２、農業

振興地域整備促進事業費の節１２委託料につきましては、農業振興地域における全体見直しについて、次回、

令和６年度に実施をすることにしておりますが、本調査を踏まえ、２年間で、基礎調査と整備計画の策定及び

県との協議を行うための業務委託となります。次に、目１６農地費、節１０需用費及び１５原材料費につきま

しては、農業用施設における軽微な修繕か所が数件発生したため、増額をお願いするものです。また、節１８

負担金補助及び交付金の熊本県農業農村整備事業推進交付金は、幸野溝土地改良区に、おきまして実施される、

農業農村整備事業における、負担分となります。次に、最下段、目１、林業総務費の節８旅費につきましては、

尾鷹町長が会長となる熊本県水源造林協議会が主催する、研修会参加に伴う１名分の旅費となります。次のペ
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ージをお願いいたします。上段の枠、目２林業振興費、節１８負担金補助及び交付金の、特用林産物施設化推

進事業補助金と、林業従事者育成促進事業、補助金は、ともに、林業振興基金を活用した事業で、それぞれウ

ッドチッパーと、刈り払い機購入における、２名の方への補助金と、なります。次の森林山村多面的機能発揮

対策事業負担金は、荒廃が進む竹林の保全管理や資源を活用するための活動組織に対して支援されるもので、

追加申請のあった者に対し、あさぎり町放置竹林再生協議会に対し支援を行うものとなります。以上で農林振

興課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  高田商工観光課長補佐。 

●商工観光課長補佐（高田 将一君）  はい。それでは、商工観光課所管分について説明いたします。２０ペー

ジになります。歳出です。２枠目、目１商工総務費、節１１役務費登記手数料は、公有財産取得後の所有権移

転登記手数料を計上しております。節１２委託料、土地鑑定委託料は、産業用地分筆に伴う残地分の鑑定委託

を行い、誘致に備えるものです。その下の学生応援プロジェクトは、昨年、一昨年に続き、町内出身の大学生

を初めとしました約３００人に対する生活支援として計上しております。節１６公有財産購入費は、商工コミ

ュニティーセンター前、私有地の取得費を計上しております。続きまして、目２、商工施設費、節１２、需用

費、電気料は、大規模契約割引の終了に伴い不足見込額を計上しております。節１３使用料及び賃借料は、商

工観光課の移転に伴い、コピー使用料が大幅に増加したことにより、不足見込額を計上しております。３枠目、

観光費、節１２委託料、樹木特殊伐採委託料は、谷水薬師参道及び本道周辺の立ち木の枯れ枝や、枯木の参拝

者への枝打ち、倒木による危険防止のために、特殊伐採剪定費用を計上しております。節１７備品購入費は、

ビハ公園キャンプ場でのいたずらや夜間の無断使用などによる防犯対策として、防犯カメラを購入するもので

す。次のページをお願いします。１枠目、目１定住促進費、節４共済費は、会計年度任用職員の健康保険の移

行に伴うものです。商工観光課所管分につきましては、以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  酒井建設課長。 

●建設課長（酒井 裕次君）  建設課所管分につきまして説明いたします。１２ページをお願いいたします。歳

入でございますが、最下段の枠で、目５土木債、節２河川債につきましては、鹿本側の河川改修工事を、歳入

で計上してございますが、その財源としまして、緊急自然災害防止対策事業債を充てるものです。２１ページ

をお願いいたします。歳出でございますが、２枠目の目１土木総務費、節１８負担金補助及び交付金につきま

しては、耐震化支援事業になりますが、申請状況により、補正を行うものでありまして、耐震改修工事への補

助では、当初４件分を計上しておりましたが、６件の申請見込みとなりましたので不足分を増減するものです。

次の枠の目２、道路維持費、節１３、使用料及び賃借料につきましては、皆越地区の立野線で路肩が沈下して

いるか所におきまして、通行を確保するための敷鉄板のリース料になります。当該か所におきましては、法面

の地滑り対策を国と協議しているところでありますが、コロナ禍の影響もありまして、査定決定に時間を要し

ておりますので、工事の発注が遅れていることで、リース期間を年度末まで延長するものです。次の枠の目２、

河川改修費、節１４工事請負費につきましては、岡本川の河川改修になりますが、護岸のブロックが起き上が

り、倒壊の恐れがありますので、改修工事を行うものです。以上で建設課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 



- 118 - 

●教育課長（山口 宏子さん）  それでは、教育課所管分について御説明を申し上げます。６ページをお願いし

ます。第２表、債務負担行為補正です。あさぎり中学校仮設校舎賃借は、あさぎり中学校長寿命化改修事業に

よりまして、教室が長期間使用出来ないため、仮設校舎を令和４年度から設置予定です。令和５年度分を債務

負担行為としてお願いするものです。限度額は記載のとおりです。次に、歳入をお願いします。１０ページを

御覧ください。２枠目、２段目、目６、教育費国庫補助金、節１学校施設環境改善交付金は、あさぎり中学校

技術室空調設置工事費への国庫補助金です。１１ページをお願いします。最後の枠、２段目、目８、学校教育

施設整備基金繰入金は、あさぎり中学校長寿命化改修事業の財源として繰り入れるものです。１２ページをお

願いします。最後の枠です。１枠目、目１、総務債、節２総務施設除却事業債は、旧深田中学校体育館の解体

に伴います設計調査委託分に充てるため、合併特例債を財源として借入れを行うものです。１３ページをお願

いします。１枠目の２段目、目７教育債。節１学校施設整備事業債は、あさぎり中学校仮設校舎設置賃借、技

術室空調設置工事分に充てるため、合併特例債を財源として借入れを行うものです。１４ページをお願いしま

す。歳出になります。４段目、目６財産管理費、節１２委託料は、旧深田中学校体育館解体の設計及びアスベ

スト調査委託料を計上しております。２２ページをお願いします。２枠目、１段目、目２事務局費節１０需用

費、消耗品費は、新型コロナウイルス感染防止対策としまして、町内小・中学校職員の新型コロナウィルス抗

原検査キットを購入するものです。３段目、目４教職員住宅費、節１０需用費、修繕料は、教職員住宅の突発

的な修繕対応として、予定しておりました予算が不足するために、増額計上するものです。最後の枠です。目

１学校管理費、節８旅費費用弁償は、令和３年度に支払うべき学校薬剤師への費用弁償が未払いになっており

ましたので、令和４年度におきまして、支出させていただくものです。２３ページをお願いします。１枠目、

目１学校管理費、節１３使用料及び賃借料は、あさぎり中学校長寿命化改修事業に伴います仮設校舎の賃借料

になります。長寿命化改修工事に伴いまして、教室が長期間使用出来ないため、円滑な学校経営と安定した学

びの場を保障するため、設置するものです。その下、工事請負費は、あさぎり中学校技術室の空調設置工事費

となります。２枠目、２段目、目２公民館費、節７報償費講師謝金は、現在、町内小学校三、四年生を対象に

行っておりますあさぎり未来塾の講師謝金が不足するため、増額計上するものです。２４ページをお願いしま

す。１枠目、目２体育施設費、節１２委託料、用地取得業務委託料は、深田高山総合運動公園内の土地所有権

移転登記手続請求訴訟に関する業務委託料になります。以上で、教育課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  会議の途中でございますけれども、ここで暫時１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時１８分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。説明の追加説明。ございませんか。ありま

せんね。それでは提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。１２番、

溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  ２点、お伺いします。ページの１４から伺いますが深田中学校の体育館の解
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体。 

◎副議長（森岡 勉君）  マイクを近づけて。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  すいません、中学校、中学校体育館の解体の設計委託。今、校舎を解体して

いますよね。教育課長、ね。ほいで思うには、私はこのやり方っちゅうのは、というのはもう、近くにある建

物をですよ。こんなに別々にやるということよりは、私は同時にですよ、解体したほうが、私は非常に経費の

削減につながると思うとですよ。ばらばらに、同じ敷地内の建物、実際、やっぱりそういうことでなくして、

例えば今、岡原も、解体の計画があるんだと思うんですよ中学校、あそこは庁舎ですよね。しかし、その隣は

また給食センターもあるとですよ。やっぱり経費を削減するためにはどうしたらいいかというようなこと。当

然考えていけば、相当な財政負担が、少なく済んだな、なるんじゃないのかなと私は、思うとですけれども、

全くそういう考えは、なくて、もう一つ一つと。今回はそういうふうになってますけれども、今後もそういう

やり方でいかれるんですかね。それが１点と、２０ページの土地鑑定委託は、出てますが、これの説明を先ほ

どいただきましたけど、この目的ですね。可能性があるから、分筆するための、鑑定委託料とかというお話で

もありましたが、目的があるんですか。可能性が。売却、それから利用の。伺いたいと。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  旧深田中学校の解体と、体育館の解体っていうところ、のお尋ねだと思います

けれども。旧深田地区体育館につきましては、まず、令和３年度において、譲与を推進していくというところ

がありまして、その後、４月からは、コロナワクチンの接種に使われておりました。で、コロナワクチン接種

会場も移動しまして、それによりまして、今後、設計をして、解体を進めていくと。いうことになっておりま

す。深田地区の体育館のほうも老朽化した雨漏り等、ございますので、今、今後、解体を進めていくというと

ころであります。 

◎副議長（森岡 勉君）  教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  はい、今溝口議員のほうから御指摘がありましたように、今後はやはり、そうい

う、同時に、解体等が可能であれば、やはり同時にやっていくと、いうようなところで、今後検討していきた

いというふうに思っております。 

◎副議長（森岡 勉君）  高田商工観光課長補佐。 

●商工観光課長補佐（高田 将一君）  はい、産業用地に関してですが、現在用地の中に行政の方が１件入って

おられます。で、面積、筆は入ってらっしゃる、工場建物部分だけになってまして周りを含めたところがまだ

一筆のままになっておりますので、今回分筆をしまして、鑑定をしっかりしまして購入のされるというような

お話は聞いているところで。 

◎副議長（森岡 勉君）  ほかに質問ありませんか。１１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １点お伺いいたします。ページは１９ページでございまして、畜産経営継

続支援金についてお尋ねいたします。これはですね非常に畜産農家としてもありがたい支援金だと思っており

ますけど、この支援金がですね配合飼料におきます価格高騰緊急対策事業でですね、通常補填と、異常補填金

をですね、入れて、それからまた今回の支援金を、交付したときにですね、配合飼料が高騰しておりますけど、
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その中にどれぐらいの割合で、占めるのかなというふうにちょっとあるわけで、この三つの支援をしたときに

ですね、果たして高騰分を補い切れるのかどうか。要綱等を見ましたときに、酪農の場合、成牛に２万円とか、

１万円とかありますけど、その部分において、十分な支援金となりうるか、その辺のところに対する試算とい

うのはございますか。それから、今後ですね続けてお尋ねいたしますけど、今回は畜産の経営継続の支援金で

ございますけど、この冬場になりますと、施設園芸等の加温器代、ボイラー等のですね、燃油の高騰に対する

非常な問題も発生してくるものと推察しております。またほかにも、商工業においてもそういうことでござい

ましょうけど、燃料とか資料と、それから物価の高騰につきまして、予測し得なかった事態が、今年度だけで

終わるんでなくて一応この要綱は令和５年の３月３１日、令和４年ですね。５年の３月３１日までとなってお

りますけど、その後、いろんな状態が出てきた場合に、この財政の見通し、財源の見通しについて、ローリン

グする必要がないのか、それはもう、また財政課長のほうに伺いたいと思うんですけど。以上の２点について、

お尋ねいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。まずは、今回の畜産経営継続支援金についての中身の話、のお尋ね

ですが、これの算定についてはですね、議員おっしゃられたように、国のまずは国のセーフティーネット。通

常基金から、あと、それから異常基金というのがございまして、その基金の額の算定というのは、基準、基準

輸入原料価格というのが、原料５品目、トウモロコシ、こうりゃん、大豆油かす、大麦、小麦。これの１年間

の当該四半期直前、１年間の平均輸入価格。それから、平均輸入原料価格。これの差額でですね、算定をされ

ることになっております。それでちなみですが、本年度４月から６月におきましては、通常基金からの補填と、

それから異常基金からの補填金、合わせて９,０００、１トン当たり、９,８００円ということで算定がなされ

ているところです。で、以前、資料をもとにですね、御説明を申し上げ、挙げておりましたが、肉用牛、それ

から乳用牛、豚、鶏、ともにですね、一応目安となる年間の給与量。食べる量ですね、それを算定いたしまし

て、補填金とは別に、配合飼料の価格の高騰のですね、差額、というものを、今年の４月、の金額で、一応、

１トン当たりの１万９,１４５円というところで、仮に算定をして、しまして、それで御説明を申し上げてお

ります。その後ですね、かなり、まだ高騰も進んでおりまして、確かにこの、国の補填金が来たとしても、到

底、賄えるものではないと、畜産農家に対する、今回の影響というのがですね、賄い切れるものではないとい

うふうに考えております。それとあわせまして、この家畜の飼養に関してはですね、動力光熱費、などもあわ

せて、今回の金額を設定させていただいておりまして、特に影響の大きかったもの、大きいものが、肉用牛、

それから酪農、乳用牛ですね。それに対しましては、１頭当たりの２万円というところで設定をさせていただ

いているところです。それから、要綱に関しまして、確かに本年度の措置と支援ということでですね、要綱自

体は、今年度末、来年の令和５年の３月３１日までということで設定をしておりますが、そこにつきましては

ですね、予算の関係もありますので、できるだけの支援をしたいということで、今回のこういった要綱の中身

ということで支援をしたいということでですね、予算を計上したところであります。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  田中財政課長。 

●財政課長（田中 伸明君）  はい、まずあの、原油価格それから物価高騰対策ですね今後の対策の財源という
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ことですが、基本的には国の財政支援の動きを見ながら、町として取り組んでいくということになるかと思い

ます。今朝の新聞報道で、物価高予備費、３兆円強という見出しがございました。地方自治体が、物価高騰対

策に充てるために確保した１兆円に加え、地方創生臨時交付金を新たに６,０００億円追加すると。これによ

って、価格高騰への支援を重点的に進めるという、政府の報道がなされておりますので、こういった国からの

財源を活用してですね、町のできることの対策をとっていくことになると考えております。それから２点目の、

このような物価高騰対策を盛り込んだ、財政計画のローリングが必要ではないかという御質問ですが、あさぎ

り町におきましては中期財政計画ということで、毎年度ローリングを見直して、財政中期の財政計画を立てて

おります。通常ローリングの見直しにおきましては、今後の経常的な経費、それから、計画的に進めている投

資的な、大きな事業ですね、そういった経費について、年度間の調整を図るために、ローリングをして、財源

の調整を図っているということですが、今回のような、物価高騰対策、非常に大きな臨時的な経費を必要とす

る場合、はたしてこのローリングにですね、今後盛り込んでいくというのは、なかなかこう難しい事業費の算

定とかも含めてですね、なかなかこう難しいのではないかというふうに、考えております。で、先ほど申しま

したように、国からの交付金の状況を見ながら、そのときの財政状況をですね、収支状況を加味して、年度年

度で取り組んでいくことになるのかなと。国からの支援を超えて、範囲を超えて支援を、町独自で行う場合に

は、最後は財政調整基金等もですね、蓄えもございますので、その他基金等の活用も加味しながら、取り組ん

でいきたいと考えております。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。すいませんちょっと漏らしておりましたので、追加的に申し上げま

す。本日の農業新聞にですね記事が出ておりましたが、酪農経営緊急支援へということで、乳牛の飼養頭数に

応じた交付金による支援を検討され、されると。いうふうに、国のほうでですね、言われているような記事で

す。それから、配合飼料対策についてもですね、この配合飼料と申しますのが、前年度の同時期の、との対比

ということになるもんですから、だんだんこう、高いものとの比較ということに結果的にはなってきてですね、

その差額というのが少なくなるんですね。そういったところも、国のほうで検討を今後されるということだろ

うと思います。ですので、そういった状況も踏まえながらですね、また財政的なものも、財政課とも協議をし

ながら、町としてできるだけの支援をしていきたいというふうに考えているところです。 

◎副議長（森岡 勉君）  １０番、皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  ９番皆越です。２０ページにですね、学生応援プロジェクト委託料とい

うのが、商工観光課で掲げてあります。昨年の上程は６月でございました。今年は９月に上程されております。

その見解と、３００名というようなあ、人数ですけども、その把握についてはいかがされておられますでしょ

うか。 

◎副議長（森岡 勉君）  高田商工観光課長補佐。 

●商工観光課長補佐（高田 将一君）  はいまず１点目ですね、９月になりました件についてですが、当初もう

少し早く予定をしておりまして、内容を大幅に増やそうかというところで検討はしておりましたが、生活応援

券とか、そちらのほうの事業もありますので、内容を精査した結果、例年どおりと、昨年どおりで行こうとい
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うことになりましたので、今回の計上となっております。それと、もう１点、３００人の把握ですが、これは

現在１学年大体１５０人ぐらい、中学生、いると思いますが、そのうちの約３分の１、５０人の生徒さんが、

進学をされているのではというこれは、中学校とも話をしまして大体５０人ぐらいではというところで数字を

出しております。それの大学生の４年間と、その上の大学院の２年間、合わせまして６年間の５０人の６年分

ということで３００人というところで、推計をしております。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  １０番、皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、今説明いただきましたけども、昨年度ですね、頂かなかったとい

う事例がありますので、私もどういった形で把握されておられるのかなあとそのところを懸念いたしましたの

で、漏れがないようにというかですね、そういうことで対応していただきたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  高田商工観光課長補佐。 

●商工観光課長補佐（高田 将一君）  はい、学生の皆さんへの周知の方法についてですが、町のホームペー

ジ、それから広報紙、それと、くま川鉄道沿線の各駅へのチラシの配布、それと、各高校へ周知の依頼をして

いるところでございます。したがいましていただかなかったというお声がありますが、今年もこの内容をです

ね、もう一度検討しまして、よりたくさんの生徒の皆さんに、情報が伝わるように努力したいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  １０番、皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  分かりました。令和３年度のですね主な施策の成果報告書の中にもいた

だいてよかったというようなことで記載されておりますので、多くの人にそういうＰＲをしていただきたいと

思います。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  ほかに。７番、豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  ２２ページの小学校費、学校管理費の中で、費用弁償でですね、薬剤師の費用

弁償を、未払いだったというような説明がございましたけれども、小学校における薬剤師の役割と、もうほか

にそういった事例がないのか、あるいは再発防止策はどういうふうに立てられているのかを、お尋ねいたしま

す。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  はい。まず、学校薬剤師の内容ですけれども、照度の学校の照度の調査、明る

さですね。あとや、薬物乱用の講演、あと、空気の調査等を、学校保健法に基づいて行っていただいておりま

す。今回のことがありまして、ほかにも、ないかということで、調査しましたけれども、ほかにはもうござい

ませんでした。再発防止でいうところで、各学校に月ごとに予算の執行状況を、複数人で確認すると。またチ

ェックシート等も活用して、執行漏れがないようにすると。費用弁償の性格からいきますと、もう早急に支払

うということが原則でありますので、当日または翌日にきちんと処理を行うということを、全学校に通知しま

したところであります。 

◎副議長（森岡 勉君）  ７番、豊永議員。 

○議員（７番 豊永 喜一君）  はい費用弁償というようなことでですね、迅速な対応をですねとっていただい

て、ぜひこういう事例が発生しないように、チェック体制も厳しくやっていただければというふうに思います。 
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◎副議長（森岡 勉君）  ほかに。３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  担当課は違うかもしれませんが、商工観光課にお尋ねいたします。２０ペー

ジで、樹木の特殊伐採委託料１８７万４,０００円の計上がございました。ここは、谷水薬師、ということで、

周辺ということで間違いないでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  高田商工観光課長補佐。 

●商工観光課長補佐（高田 将一君）  はい、特殊伐採の予定につきましては、谷水薬師の山道。それから、本

道の周辺というふうになっております。 

◎副議長（森岡 勉君）  ３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  はい。玄関口といいますか、谷水薬師に行くほうのというところをですね、

伐採。以前からお願いをしておりましたので、あそこがきれいになるということは良いことだと思うんですが、

この谷水薬師はですね、裏のほう通りましたら馬場通りに、通るように、昔からなってたと聞いております。

その馬場通りのほうが、令和２年の豪雨で非常にこう崖が崩れたり非常に荒れた状態になっておりまして、そ

こがまだ手つかずだということで住民の方からよく意見を伺っておりまして、その辺までですね、整備をする

という、計画はどのようになっているんでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、今お尋ねのところの場所は私もよく分かるんですが、すいません、そういうと

ころちょっと把握してなかったもんですから、そこはまた確認しまして、山林のほうの災害、復旧になるか。

建設課のほうの範疇になるか、確認をしてみたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  ３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  だと思ったんですけれども、観光ということでですね、以前からあさぎり町

の観光資源はこの谷水薬師そして馬場通りもですね、上地区時代からの非常に美しい場所ということでしたの

で、ぜひともそちらのほうもですね、しっかりと調査をいただいて、これからの観光資源の観光資源づくりを

ですね進めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。ほかに質疑ありませんか。１番、小谷

議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  ２点お尋ねをいたします。まず、１５ページのふるさと寄附対策費でございま

すが、担当課の御努力、あるいは、いろんな諸般の事情、状況によりまして、ふるさと寄附の実績が伸びてお

るということで、大変喜ばしいことだと思いますが、この対策費のですね、財源、今回のケースでいきますと、

１億３,４５６万８,０００円。全ての一般財源となっておるんですが、これちょっと私は常々ずっと思ってた

んですけど、対策費に関して寄附金からのですよ、充当は出来ないものか。と申しますのが、これ極論ですけ

ど、本町の財政規模よりももっと小さい、自治体さんなんかがですね、多額の寄附金を受け取られるケースも

あります。そういった場合に、今回の件数でいきますと、今度の補正で２億７,０００万ほどの対策費が必要

なってくるんですけど、その分を一般財源から持ち出すということはですよ。一般財源を、ある意味ですね、

ちょっと窮屈になるというか、そういうことで、制度的には可能なんじゃないかなと私はそういう理解をずっ

としてるんですがうちの条例上はですね、事業費のほうにしか充てられないというふうになんか、ふるさと寄



- 124 - 

附の条例がそういうつくりになってるようですが、ちょっとここの付近があの実際経費が４割を超えるぐらい

ですね、結果的に今、必要になってきてると思うんですが、それは制度の趣旨からいってそれの対策費に、寄

附のほうから、具体的な基金のほうからですね、充てても、制度的に、何か逸脱することじゃないんじゃない

かなというふうに思っております。その点について一点お考えというか、お尋ねをしたいと思います。もう１

点がですね２２ページですが、これは昨日もちょっと申し上げておるんですけどこの本会議の場でちょっと確

認の意味で申し上げたいと思いますが、消防施設費の今回のケースで、全て過疎債、起債対象、起債で対応い

ただいてますが、これは本来計画的な水利等施設等の計画をつくっていただくと。国庫補助対象になる事業な

んですよね。いろんな諸事情があると思いますけど、ぜひ消防施設、水利計画等の中で、補助事業に該当する

ような、年度年度間の調整をいただいてですね是非補助対象事業で、そして残りを起債対象とするような、そ

ういう本来の姿をですね是非今後やっていただけ、ないだろうかというかそうすべきではないだろうかと私は

思っておりますので、その点についてもお尋ねをしたいと思います。以上、よろしくお願いします。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい、１点目の御質問ですけども、一応ですねふるさと寄附金につきまして

は、寄附者のですね意向といいますか、使途について、どういったものに使ってくださいという、ことでいた

だいておりますので、今の時点ではですね、そういった事業のほうに使わさせていただいている状況です。今

後ですね寄附金をですね、この返礼品等に充てられるか、こちらについてはですね、少し勉強させていただい

てですね、そのような対策ができればですね、検討していきたいと思っております。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、消防施設の防火水槽の新設の件につきましてですが、今回は、１か所という

ことで、補助の対象事業にはなっておりません。ただこれが、２か所を整備する場合は補助に対象となるとい

うことでございますが、今回ももともとはですね、２基で計画をしておるところでしたけども、１か所につき

ましては、私有地、そうそういうものもございましてなかなかこう相談が、うまくまとまらなかったと。いう

ところでございます。今後はですね計画的に防火水槽の設置か所もそういうものもですね、候補地を事前に予

定しながら、なるべく補助事業に乗るように、整備を進めていきたいというふうに思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第３１号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第３１号は原案のとおり、可決されました。 

日程第６ 議案第３２号 
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◎副議長（森岡 勉君）  日程第６、議案第３２号、令和４年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算第２

号についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第３２号、令和４年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算第２号について

提案いたします。令和４年度あさぎり町の国民健康保険特別会計補正予算第２号は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万飛び９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２００飛び５万９,９７０、失礼しました。２０、２００億。失礼しま

した。２００飛び５億９。あれ、失礼しました。２０億５,９９７万１,０００円とするものでございます。詳

細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いい

たします。 

◎副議長（森岡 勉君）  大藪健康推進課長。 

●健康推進課長（大藪 哲夫君）  はい。それでは、引き続き、読ませて、お読みさせていただきたいと思いま

す。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出予算補正による。今回の補正につきましては、会計年度任用職員の社会保険料を、地方公務員

共済組合負担金に組み変えることと、国保のシステム改修費の補正をお願いするものです。７ページをお願い

いたします。歳入です。１番上の枠の目１保険給付費等交付金の特別調整交付金の増額は、歳出で御説明いた

しますシステム改修費に係る分として増額するものです。８ページをお願いいたします。はい。会計年度任用

職員分につきましては説明を省略させていただきます。１番上の枠の目１、一般管理費、節１２、委託料のシ

ステム改修委託料のうち、４万４,０００円につきましては、健康保険法施行規則等の一部改正により、限度

額認定書等の性別の記載を削除することになりましたので、そのためのシステム改修費分の増額をしておりま

す。をお願いするものです。以上、健康推進課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  池上税務課長。 

●税務課長（池上 聖吾君）  税務課所管分の説明をいたします。７ページをお願いいたします。まず、歳入に

なります。国民健康保険法の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児１人当たりの国

民健康保険税の均等割額について、５割の軽減が、令和４年４月１日から施行されております。１枠目の目１、

健康保険給付費等交付金、節２、保険給付費等、交付金、特別交付金は、法改正に伴う未就学児均等割額負担

金交付申請システムの改修費に対する交付、特別調整交付金分として、２０万９,０００円のうち１６万５,０

００円の交付金になります。次に歳出になります。次のページをお願いいたします。１枠目の目１一般管理費、

節１２委託料は、先ほど、歳入で説明いたしました、法改正に伴うシステムの改修委託料になります。２０万

９,０００円のうち、１６万５,０００円になります。調整こう、すいません、普通調整交付金の申請が、翌年

の２月頃でございますので、それに間に合わせるための改修になります。以上で税務課所管分の説明を終わり

ます。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あり
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ませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第３２号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

日程第７ 議案第３３号 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第７、議案第３３号。令和４年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算第２号に

ついてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第３３号、令和４年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算第２号について提案

いたします。令和４年度あさぎり町の介護保険特別会計補正予算第２号は次に定めるところによる。歳入歳出

予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,２６７万７,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２０億飛び７３３万７,０００円とするものでございます。詳細につきましては

担当課長より説明申し上げます。どうか、審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  林高齢福祉課長。 

●高齢福祉課長（林 敬一君）  それでは、議案第３３号について御説明いたします。第２項から読み上げま

す。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出予算補正による。今回の補正の内容は、令和３年度の介護保険特別会計の決算に伴いまして、

計上するものが主なものとなっております。７ページをお願いいたします。歳入でございます。１枠目、目４

低所得者保険料軽減繰入金、節１低所得者保険料軽減繰入金につきましては、一般会計の一般会計の繰出金で

説明しました、国、県、町の精算金を受け入れるものでございます。２枠目、目１、繰越金、節１、繰越金に

つきましては、令和３年度からの繰越金でございます。８ページをお願いいたします。歳出になります。２枠

目、目１、第１号被保険者還付加算金、節２２償還金利子及び割引料、第１号被保険者還付金につきましては、

現時点で還付金額が見込みより多く、今後の執行予算が不足することが見込まれるため、追加計上をお願いす

るものでございます。その下の目２償還金、節２２、償還金利子及び割引料、介護給付費負担金返還金の増額

は、令和３年度の介護給付の事業実績に基づき、国、県へ返還するものでございます。次の地域支援事業交付

金返還金の増額につきましても、国、県への返還、その下の支払基金、交付、交付金、返還金は、支払い基金

へ返還するものでございます。３枠目、目１、一般会計繰出金、節２７繰出金につきましては、介護給付費な

どの精算した町負担分を一般会計へ返還するものでございます。以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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◎副議長（森岡 勉君）  討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案

第３４号を採決します。本、失礼しました。議案第３３号を採決します。本案は、原案のとおり採決すること

に、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君） ここで暫時休憩いたします。午後は、１３時３０分より、開催いたします。 

 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第８ 議案第３４号 

◎副議長（森岡 勉君） 日程、第８、議案第３４号、令和４年度あさぎり町水道事業会計補正予算第３号につ

いてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第３４号、令和４年度あさぎり町水道事業会計補正予算第３号について提案いた

します。第１条令和８年度あさぎり町水道事業会計の補正予算第３号は次に定めるところによる。詳細につき

ましては担当課長より説明申し上げます。どうか、審議の上、可決いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは、議案第３４号について御説明いたします。まず、２ページ

目、２ページの第２条から読み上げさせていただきます。第２条、令和４年度あさぎり町水道事業会計予算第

３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。支出第１款水道事業費用、補正前の額、３億８,６

３９万５,０００円。補正額１６８万２,０００円。計３億８,８０７万７,０００円。第３条、予算第７条に定

めた経費の金額を次のように改める。職員給与費、補正前の額、４,４８０万５,０００円。補正額３４万１,

０００円。計４,５１４万６,０００円。詳細につきましては、１１ページをお願いいたします。補正予算第３

号説明書の収益的支出でございます。１目、原水及び浄水費、節１手当等、時間外手当につきましては、７月

の大雨によるろ過池の能力低下時に、配水地への給水業務や、ろ過池の砂あげ作業等の復旧作業を休日に行っ

ており、当初予算で見込んでおりました緊急時対応の予算では、今後の緊急時対応や休日遵守、休日巡視の予

算が不足しますので、計上をしております。その下、２目配水及び給水費、節１０、賃借料、機械借上料につ

きましても、７月の大雨の給水作業や、砂あげにダンプトラックをリースしておりますが、特に給水作業で４

日間にわたり、ダンプトラックをリースしたことで、今後、毎月予定している、緩速ろ過地の砂あげ作業に使

用するダンプトラックのリース料が確保出来なくなったことから、補正を行うものです。節のその下、節１１、

動力費、水道施設電気料は、大規模契約割引特約契約を交わしておりましたが、このたび、割引適用がなくな

りましたので、補正を行うものです。ページを戻りまして、４ページをお願いします。キャッシュフロー計算
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書でございます。下から３行目の資金増加額、３,５９８万４,０００円。最下段の、資金期末残高、６億３０

３万２,０００円となる見込みでございます。５ページをお願いします。このページから７ページにかけまし

ては、給与費明細となっておりますので、御覧いただきたいと思います。８ページをお願いします。このペー

ジから１０ページにかけましては、令和４年度あさぎり町水道事業予定貸借対照表でございます。このページ、

資産の部、最下段の資産合計額と、１０ページの最下段、負債資本合計額は、ともに５１億８,４３３万２,１

５４円の見込みでございます。説明は以上でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認め、認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討

論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

◎副議長（森岡 勉君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第３４号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。 

日程第９ 議案第３５号 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第９、議案第３５号、令和４年度あさぎり町下水道事業会計補正予算第３号につ

いてを議題とします。提案の理由説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第３５号、平成４年度あさぎり町下水道事業会計補正予算第３号について提案い

たします。第１条令和４年度あさぎり町下水道事業会計の補正予算第３号は次に定めるところによる。詳細に

つきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは、議案第３５号について御説明いたします。まず、２ページ

の第２条から読み上げさせていただきます。第２条、令和４年度あさぎり町下水道事業会計予算第３条に定め

た収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入第１款下水道事業収益、補正前の額、６億２,０

９６万４,０００円。補正額、１,０００円。計６億２,０９６万５,０００円。支出。第１款下水道事業費用、

補正前の額、６億７１万５,０００円。補正額１９万３,０００円、計６億９０万８,０００円。第３条、予算

第４条本文括弧書きの全文を、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、２億５,９０８万９,０００円

を、９,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９４２万７,０００円。当年度分、損益

勘定留保資金１億９,２０４万９,０００円。引継金４,３５０万６,０００円。当年度利益剰余金１,４１０万
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７,０００円で補填するものと、補填するものとするに改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。３

ページをお願いします。支出第１款資本的支出、補正前の額、４億５,１５５万円。補正額２２０万円。計４

億５,３７５万円。第４条、予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。職員給与費、補正前の額、

３,０９０万５,０００円。補正額１９万３,０００円。計３,１０９万８,０００円。詳細につきましては、１

３ページをお願いします。補正予算説明書の収益的収入及び支出の収入でございます。２目過年度損益修正益、

節１過年度損益修正益、令和３年度確定消費税申告時修正分として計上をいたしております。１４ページをお

願いします。収益的収入及び支出の支出でございます。４目、総係費、節２、手当等、職員の住居手当１名分

を計上しております。１５ページをお願いします。資本的収入及び支出の支出でございます。１目汚水管渠建

設費、節１９工事請負費。免田地区の舗装工事費、１か所分を計上しております。予定か所におきましては、

過年度に下水道管布設を行っておりますが、舗装の傷みも激しく、段差や陥没か所等もあり、通行に危険、通

行に危険な状態にあることから、今回補正予算の計上をいたしております。次に７ページをお願いします。令

和４年度あさぎり町下水道事業キャッシュフロー計算書でございます。下から３行目の資金増加額、３,７９

１万７,０００円の減。最下段の資金期末残高、６,４８９万５,０００円となる見込みでございます。８ペー

ジをお願いします。このページから１０ページにかけましては、給与費明細になります。後ほど御覧いただき

たいと思います。１１ページをお願いします。令和４年度あさぎり町下水道事業予定貸借対照表でございます。

資産の部、このページの１番右下から２段目の資産合計と、１２ページ、最下段の負債資本合計はともに、１

０５億９,５０３万７,５８６円の見込みでございます。説明は以上でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑ありませんか。あ

りませんか。   

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第３５号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

日程第１０ 認定第１号～日程第１７ 認定第６号 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、日程第１０、いや、認定第１号、令和３年度あさぎり町一般会計予算、一般会

計歳入歳出決算の認定についてから、日程第１３、認定第４号、令和３年度あさぎり町介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について、日程第１４、議案第３６号、令和３年度あさぎり町水道事業特別会計利益の処分及

び決算の認定についてから、日程第１５、議案第３７号、令和３年度あさぎり町下水道事業特別会計利益の処

分及び決算の認定について、及び、日程第１６、認定第５号、令和３年度、球磨郡障害認定審査事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてから、日程第１７、認定第６号、令和３年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳
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入歳出決算の認定についてまでを、決算に関連がありますので、一括議題とします。提案理由の説明を求めま

す。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  令和３年度の決算認定について提案いたします。認定第１号、令和３年度あさぎり町

一般会計歳入歳出決算の認定について。認定第２号、令和３年度あさぎり町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について、第３号、令和３年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第４号、令和３年度あさぎり町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第３６号、令和３年度

あさぎり町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について、議案第３７号、令和３年度あさぎり町下水

道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について、認定第５号、令和３年度球磨郡障害認定審査基準特別会

計歳入歳出決算の認定について、認定第６号、令和３年度球磨郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、あさぎり町監査委員の決算審査意見書をつけて提出し、議会の認定に付するものでございます。

どうか審議の上、認定をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  ここで決算審査に当たられました園田孝幸代表監査委員に審査結果の報告を求めま

す。園田代表監査委員。 

●代表監査委員（園田 孝幸君）  皆さんこんにちは。代表監査委員の園田でございます。よろしくお願いいた

します。皆様、皆様方には日頃よりあさぎり町発展のため御尽力なされていることに対しまして、心より敬意

を表します。また、令和３年度におきましても、新型コロナウイルス感染症対策及びその関連施策対応と。 

◎副議長（森岡 勉君）  代表監査委員。マスクはお取りいただいて、はい。 

●代表監査委員（園田 孝幸君）  また令和３年度におきましても、新型コロナウイルス感染症対策及びその関

連施策対応と、昨年に引き続き、困難な事案に対応されましたことを重ねて感謝申し上げます。さて、決算審

査は、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効

率的に行われているかどうかを主眼として実施するものであり、加賀山監査委員とともに協力しながら審査を

行ってきたところでございます。それでは決算審査意見書について御手元の資料に基づいて説明を申し上げま

す。審査に当たりましては、１円単位まで審査しているところでございますが、説明に当たりましては、万円

単位での説明とさせていただきます。なお皆様御存じのことと思いますが、令和３年度の決算は、令和２年度

に引き続き、新型コロナウイルス感染症と、令和２年７月豪雨災害により、例年にない、歳入・歳出となって

おりまして、前年度比の数値は、例年決算審査での数値と大きく違っておりますことをあらかじめ申し上げて

おきます。まず、２ページを御覧いただきます。審査の対象としたものが、①の１の一般会計と、２から６ま

での５つの特別会計でございます。項目の２番から４番までの審査期間、審査場所、審査要領を記載しており

ますけれども、省略させていただきます。５番目の決算概要について御説明申し上げます。一般会計及び特別

会計ごとの予算決算額に対する比率を示しているのが第１表であります。続きまして一般会計の決算状況につ

いてであります。４ページの第２表のとおり、令和３年度歳入額につきましては、１５１億６,１８８万円。

歳出総額が１４３億１,３１５万円で、差引き残額が８億４,８７３万円と、前年度比が歳入で約４億４,４０

０万円、歳出で約８,３００万円の増加、差引き残では約３億８,８００万円の減少となっております。このう

ち、１億８,８５２万円が翌年度へ繰り越すべき財源となるため、実質収支額は６億６,０２１万円の黒字とな
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っております。各年度別決算の推移も同じ第２表に示しているとおり、実質収支は、昨年度より少なくなって

おりますが、元年度と比べますと５,０００万円ほどの増となっております。一般会計の歳入を示しているの

が５ページの第３表です。歳入合計は、１番下の段で、予算額、予算現額が１５６億６,５４０万円。調定額

が１５５億３,２９５万円。収入済額が１５１億６,１７０万円となっております。また、収入未済額は３億６,

７９７万円。不納欠損額が３０８万円となっております。６ページの第４表を説明いたします。単独事業など

自由な活動ができる財源として自主財源があるわけですが、本町の自主財源比率は前年より大きく多くなり、

３６.２％となっております。昨年度に比べ、繰入金は１３億８,４６２万円、寄附金は５,１１５万円。繰越

金が５億９,１２０万円。諸収入が９,３５７万円、町税が６,５５０万円。財産収入が１,９９５万円。分担金

負担金が３９０万円と増加しております。自主財源比率は、繰入金繰越金諸収入は、前年より大きく増えたた

め、１３.９％増え、３６.２％であります。増加理由の主な理由としましては、繰入金は、財政調整繰入金の

増額、使途不明金、使途明確化のため、特定目的基金への積立てを行ったため、繰越金については、２年度の

混乱と、豪雨災害の各事業に、国県からの手厚い財政措置がされたため、諸収入は、学校給食費の公会計化に

より、学校給食費が加わったためなどが、理由として挙げられております。依存財源の主な状況は前年に比べ

て、国庫支出金がマイナスの１３億９,３５１万円。県支出金が１億３,０００、マイナスの１億３,９５７万

円。町債がマイナスの４億６,６２０万円とそれぞれ減少し、地方交付税がプラスの１億７,５２４万円。地方

消費税交付金がプラスの２,６２９万円と増加しております。これは先ほど申しましたように、令和２年度の

コロナ災害関連の決算が影響していると思われます。町税の収納状況を、第７ページの第５表に示しておりま

す。調定額は１３億９,２９７万円で、前年度の１３億４,０４１万より５,２５６万円ほど増収し、収入済額

は１３億１,１７０万円で、前年度の１２億４,６２０万円より、６,５５０万円ほど増収しております。徴収

率は、予算現額に対しまして１０３.６％、調定額に対して９４.２％となっております。不納欠損額につきま

しては前年度に比べ８５万円の減少、未収入、収入未済額については、１,２７９万円の減少となっておりま

す。過去５年における町税の収納状況を８ページの第６表で見ますと、令和２年度を除き、平成２９年度より

毎年収入額は上昇しております。不納欠損額は、令和２年度より減少し、徴収率は過去５年間で最高の９４.

２％となっております。第７表が町税における収入未済額の前年度との比較であり、収入未済額は大きく減少

しております。第９ページの、第８表と第９表が保育料、公営住宅使用料の収納状況を示したものであります。

次に、１０ページの第１０表の一般会計における歳出の状況であります。令和３年度の一般会計歳出決算は１

４３億１,３１５万円で、執行率は９８.３％と、前年と同じ執行割合となっております。また、支出済額は前

年度に比べ、８億３,２７０万円増加しております。構成比を見ますと、総務費が２８.１％と高く、民生費、

これは社会福祉、国民健康保険、介護保険料等がありますけれども、２５.７％。ほか、公債費が８.８％、土

木費が８.７％、教育費が７.１％、農林水産業費が５.７％などとなっております。歳出決算の推移は、１１

ページの第１１表のとおり、過去５年間ほどほぼ同程度の執行率でありますが、令和３年度も、新型コロナウ

イルス感染症と、豪雨災害の影響で、翌年度繰越しが多くなっております。歳出決算額を性質別に前年度と比

較したのは１２ページの第１２表であります。義務的経費は５２億６,４５６万円で、前年度と比較しまして、

９.７％、４億７,１２８万円の増加となっております。歳出総額に占める割合は３６.８％と前年度に比べ０.
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８％ほど、０.８ポイントほど増加しております。主な理由としましては子育て世帯への臨時特別給付金とか、

新型コロナウイルス感染症対策として、実施した各種扶助費の給付事業の増と思われます。投資的経費は１４

億３,０４５万円で、前年度と比較しまして２１.９％、３億３,９７８万円と大きく減少しております。主な

原因は普通建設費事業、補助事業、単独事業の減少です。各事業の減少の理由の主な点としましては、ふれあ

い福祉センター、商工コミュニティーセンター改修事業との大規模事業の終了、コロナ災害復旧により、資材

や労働力不足により繰越し事業が行ったためであります。その他経費は７６億１,８１３万円で、前年に比べ

て１１.１％、７億６,１２０万円の増加となっております。主な原因は積立金の増加であります。積立金の増

加理由の主な原因としましては、財政調整基金の使途明確化、収支差額、減債基金を初めとした各種特定目的

基金への積立てを行ったためであります。債務負担行為の状況及び町債の状況については、１３ページから１

５ページの第１３表１４表のとおりであります。町債は、災害復旧費と土木費を除き、前年度より減少してお

ります。続きまして、１６ページの第１５表、国民健康保険特別会計の決算についてであります。歳入額２１

億４,８０９万円、歳出総額２０億８,５８１万円で、差引き額は６億２,２８５万円となっております。国民

健康保険税の収納状況は、１７ページの第１６表のとおり、調定額４億３,８０４万円、収入済額４億５万円

で、徴収率は９１.３％です。収入未済額は３,１９９万円、不納欠損額は５９９万円であります。過去５年の

収納状況の推移につきましては、第１７表に、示しているとおりであり、年々徴収率は向上しております。１

８ページの第１８表の歳出、決算を見ますと、予定現額２０億９,４２５万円に対して支出済額２０億８,５８

１万円で、執行率は９９.６％であります。歳出の構成比を見ますと、保険給付費が６９.６％、医療給付費が

２０.１％、後期高齢者支援金等が５.８％などとなっております。後期高齢者医療特別会計決算は、第１８ペ

ージ、第１９表のとおり、歳入額が２億１,５６３万円、歳出額は２億１,２２７万円で、歳入歳出差引き額は

３３５万円となっております。介護保険特別会計の決算状況が、第１９ページの２０表で、歳入総額２０億８,

４２８万円、歳出総額が、１９億８,９３１万円で、歳入差引き、歳入歳出差引き額は９,４９７万円となって

おります。２０ページ第２１表の介護保険料の収入状況を見てみますと、前年度に比べ、収入未済額が減少し

ております。球磨郡障害認定審査特別事業、審査事業特別会計及び球磨郡介護認定審査特別事業特別会計、審

査特別事業特別会計の決算状況が、２０ページから２１ページの第２３表２４表に、奨学金の積立て状況が２

５表に示しております。次に２２ページの基金の運用状況でありますが、大部分が基金の積立て利息や国債売

却益によるもので、増減につきましては第２６表のとおりであります。まちづくり基金２億円は、主に、総務

課、行政区、支所、企画財政課、地域づくり、通信基盤、商工観光課、観光、教育課、生涯学習、高齢福祉課、

敬老会老人クラブ、町民課、環境衛生で実施したまちづくりに関する事業の財源として取崩しを行っておりま

す。ふるさと基金１億３,０００万円は、農業施設機械整備事業補助金２,２１６万円。社協運営補助金４,４

０１万円、学校ＩＣＴ機器リース料１,２８８万円、環境整備資金資材等事業１,０００万円、防犯対策事業１,

４００万円などとして取崩しを行っております。産業活性化基金２,０８８万円は、主に農業支援センター運

営費１,３００万円。商工業振興補助金４７０万円など、との財源として取崩しを行っております。財政調整

基金の使途明確化による、多目的基金への積立てとして、減債基金９億８,４００万円。産業活性化基金３億

円、公共施設整備基金１億６００万円、学校教育施設整備基金、５,７００万円の取崩しを行っております。
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特別会計の繰入れ状況が２３ページの第２８表であり、４億８,９８７万円の繰入れを一般会計から行ってお

ります。各種財政指標を示したものが、２３ページの第２９表であります。財政力指数につきましては、本年

度は０.２２４で、僅かに減少しております。なお令和２年度における全国類似団体の財政力指数の平均値は

０.３４となっております。経常収支比率につきましては、７０％から８０％程度に分布するのが望ましいと

されておりますが、当町では８４.１％となっております。同じく令和２年度の決算における全国の類似団体

の平均値は８９.４％となっております。実質収支比率は一般的に３％から５％程度が望ましいとされている

ところでありますが、１０％となっております。どちらの比率も前年度より改善しているように見えますが、

これは地方交付税が増えたためであり、依然として厳しい状況であると言えます。財産管理状況についてであ

ります。公有財産のうち、普通財産は、宅地が、旧須恵中学校グランドの売却で９００.３３平米の減少。建

物が、旧深田保健センターの解体で４０３平米の減少。及び、深田地区体育館の行政区財産からの異動で９９

３で、差引き５９０平米増加しています。行政財産では、建物が、竹野団地の解体、１３８.２平米と星原団

地スロープの増設、３８.９４の差引９９.２６平米の減少。深田地区体育館の用途廃止に伴う普通財産への移

動で９３３平米減少し、合計で１,０９２.２６平米減少しております。それでは審査の結果と意見について述

べてまいりたいと思います。審査に付された、令和３年度の各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書及び基金運用状況調書に関する調書等は、関係法令に準拠して作成されて

おり、その形成計数は、関係諸表帳簿その他証憑書類と照合し、また担当職員の質問等により審査をした結果、

適法かつ適正に処理されているものと認められました。財産に関しての在庫品についても、例月現金出納検査

を通じまして、定期的に関係帳簿と照合し、適正に、管理されていることを確認しております。決算に関する

総括的な意見は次のとおりであります。一般会計に関しましては、一般会計の歳入の８.７％を占める町税の

徴収率は９４.２％と前年よりよくなっております。これは、税務課の皆さんの効率的かつ緻密な努力の結果

と思われます。不納欠損額は前年度より１５万円減少して、２９９万円です。ただし、依然として高額な滞納

案件や徴収困難な案件が存在することから、今後とも引き続き徴収努力をし、負担の公平性を確保するように

お願いいたします。まだ、昨年も申し上げましたが、令和２、３年度におきましては、コロナ禍の影響で、従

前実施した事業予算をやむを得ず見送ったり変更したものが、相当数、ありますし、これから発生すると思わ

れます。しかし、その結果を漠然と流すのではなく、見送ったり変更した事業予算が、住民サービスに大きな

影響がなかったことを見極めていただき、ほかの事業や予算に振替られないかの検討を十分に検討していただ

きますことをお願いいたします。特別会計に関しては、いずれの特別会計についても黒字となっておりますが、

分担金及び負担金で運営している球磨郡障害者認定特別、認定審査事業及び球磨郡介護認定審査事業の特別会

計以外については、不納欠損や収入未済があり、徴収努力でさらなる健全な運営となるよう努めていただきた

いと思います。なお、一般会計特別会計とも各課の税金や料金等の回収に当たっては、引き続き債権回収対策

連絡会議での検討など、全庁を挙げての対応をお願いいたします。財政構造に関しては、さきに述べましたと

おり、本町の自主財源比率は３６.２％と、まだ低い水準にあります。町民税、寄附金は伸びているものの、

行政水準を維持するため、優先順位を考慮した規律ある財政運営に努めていただきたいと思います。財政分析

です。財政の弾力性を示す経常収支比率については、本年度８４.１％であります。前年度の８７.５％より３.
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４％好転しておりますが、これは分母となる地方交付税の増加が主な要因であると考えられます。歳出総額は、

新型コロナウイルス感染症及び豪雨災害が原因と考えられ、大きく増加しております。今後、経常一般財源が

大きく好転することは望めないため、財政の硬直化が進み、経常収支比率は高くなっていくことが予想されま

す。なお、地方交付税につきましては、マイナンバーの普及割合も今後影響してくるとされておりますので、

マイナンバーの普及施策を全庁挙げて取り組むことが必要と思われます。可能であれば、各種補助金等の交付

先にも普及率を上げる協力を求めるなど、いろいろな施策が出来ないか、ぜひ御考慮願います。財政力指数に

ついては０.２２４で、ここ数年同様な数字で推移しています。行政、行財政改革等の取組を通じまして財政

基盤の強化に努めていただきたいと思います。基金の運用についてですが、保有状況については第３０表のと

おり、書、証憑帳簿との照合を行い、いずれも基金、いずれも基金も適正に管理運用されていると認められま

したので、今後とも適正な管理運用をお願いいたします。以上が一般会計特別会計に関する決算審査の状況と

総括的な意見であります。続きまして、令和３年度あさぎり町水道事業特別会計決算について御報告いたしま

す。１の審査対象から４の審査要領につきましてはさきに述べました一般会計等の決算審査と同様ですので省

略いたします。５の審査結果であります。審査の対象といたしました令和３年度決算書及び附属書類の計数は

関係帳簿及び証憑書類の計数と符号し、いずれも、正確であることを確認いたしました。決算状況につきまし

ては第４ページ以降の資料を御覧いただきたいと思います。第１表のとおり、令和３年度の事業収益は３億９,

８３１万円と前年度より３８２万円、０.８％増収しております。令和３年、３年度における水道料金の収納

状況については、第２表のとおりであります。徴収率は９８.６％となり、前年度に比べ０.２％上昇いたしま

した。収入未済額は、過年度分を含めまして、６０８万円と前年に比べ３５万円ほど減少していますが、ここ

数年連続で３００万以上の未収額が発生していることから、さらなる徴収努力をお願いいたします。事業費用

については第３表のとおりです。修繕費が令和２年度より減じ、減りまして、２,６９２万円減少しておりま

す。結果税抜後の純利益は５,７６６万円となっております。飛びまして１１ページの経営分析比率表で明ら

かなように、固定資産構成比率が８７.５％、固定負債、負債構成比率が３２.５％と、事業の効率化硬直化が

懸念される数値であります。また収益は黒字でありますが、有収率が７４.６％と、約４分の１の漏水が考え

られ、老朽施設の改修等が増えてくると考えられます。さらなる経営改善を進めていく必要があるものと考え

ております。さらに、老朽施設の改修が今後増えていくなど厳しい状況である現状について、広報紙等で周知

しておくことも必要と考えます。続きまして、令和３年度下水道事業特別会計について御報告いたします。１

の審査対象から４の審査要領につきましては、先に述べました一般会計の決算審査と同様ですので、省略いた

します。５の審査結果であります。審査の対象といたしました、令和３年度決算書及び附属書類の計数は関係

諸帳簿及び証憑類の計数と符合し、いずれも正確であることを確認いたしました。決算の状況につきましては、

４ページ以降の資料を御覧いただきたいと思います。令和、第１表のとおり、令和３年度の事業収益は６億２,

８５５万円となっております。令和３年度における下水道の料金の収納状況については第２表のとおりであり、

徴収率は９６.６％となっており、前年度に比べ０.３％上昇いたしました。収入未済額は過年度を含めまして

６７０万円と前年に比べ４５万円ほど減少していますが、さらなる徴収努力をお願いいたします。また、下水

料金の下水道料金の把握漏れが度々発生しておりますので、今後この、このようなことが生じないよう、管理
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の徹底をお願いいたします。事業費用については第３表のとおりです。１０ページの経営分析で明らかなよう

に、固定資産構成比率が９９％など、多くの分析項目が、事業の硬直化が懸念される数値であります。収益が

黒字でありますが、今後ますます施設の老朽化、経年劣化等が考えられ、改修が今後増えていく厳しい状況に

あり、さらなる経営改善を進めていく必要があると考えられます。ところで、消費税の申告での申告間違いが

生じております。今後、このような間違えが生じないよう内部研修の充実を図るとか、専門家に任せるなど、

何らかの方策をとる必要があると考えられます。次、令和３年度の決算に基づく健全化判断比率及び公営化資

金企業資金不足比率等の審査意見についてであります。実質公債比率につきましては、年間の借金編成額あら

わすもので、資金繰りの程度をあらわす指標で、比率の低いほうが財政に余裕があり、健全性が高いと言われ

てます。令和３年度の実質公債比率は８.３％で、前年度と変わっておりません。将来負担比率についてであ

りますが、土地改良区など含めた将来の負担が見込まれる負債の割合をあらわすもので、借入金や将来支払っ

ていく可能性のある、負担金等の現時点での残高を指標化したもので、将来財政を圧迫する可能性の度合いを

示す指標であります。本年も充当可能財源等が将来負担額を上回ったことにより、分子がマイナスになったた

め、数値、指標は数値化されておりません。最後に資金不足についてでありますが、公営企業に見る資金不足

が生じていないため、指標は数値化されておりません。今後普通交付税が、どうなるかについては、不明であ

りますし、今後も、健全財政に向けた取組を行っていく必要があると思います。少し長くなりましたけど、以

上で１年の決算審査に関する説明を、終わらせていただきます。ありがとうございました。 

◎副議長（森岡 勉君）  これから決算審査意見書についての、代表監査委員への質疑を許可します。質疑あり

ませんか。質疑、ございませんか。１２番、溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  はい、監査委員の方々には、大変、決算審査、お疲れでございました、お世

話になりました。ただいま代表監査委員の方から、御報告をいただきました。まずは、１点だけお伺いしたい

のがございますが、今回の決算審査の中でも今申し上げられましたが、消費税の問題、これについては今、報

告をいただきました。このほかにも、３年度の補助金についての問題点が、ございます。今、常任委員会等で

調査をしております、２０５万近くの補助金返還の問題。あるいはまた、今回の補正にも出ております教育委

員会の費弁の未払い、こういったことをが、なぜ発生するのかということを、監査委員としては、どのように

お考えがおありでしょうか。まず地方自治法が、平成２９年の６月に、改正されておりまして、２０２０年の

４月の１日に、内部統制の問題が交付されております。ちなみに、令和２年の３月２日にあさぎり町の監査委

員の監査基準というのが、改正をされました。同時期であります。中の、第８条を見ますと、リスクの識別と

対応というのがございます。そして、第９条には内部統制に依拠した監査等、がございます。私は、この内部

統制の整備がしっかり出来ておれば、私は監査委員のお仕事というのも非常に私はスムーズに、ですね、いく

んではないのかなと、いうふうにも思います。こういった監査基準がありはするものの、町においてはまだ、

内部統制についての整備がなされておりませんし、またこれについては、先の一般質問では、しないというよ

うな答弁もあっておりましたが、監査委員としては、このことについては、どのようにお考えでしょうか。二

つお尋ねをしたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  園田代表監査委員。 
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●代表監査委員（園田 孝幸君）  まず内部統制ともう一つは、いろいろ今起きてる事象についてということの

二つでよろしいですかね。まず今起きてる事情につきまして、まず先ほど申しました消費税につきましては、

私税理士ですけど、非常に難しい事案で、これを素人と言ったら、おこがましいですけど、町の職員の方にし

ていただくのは、大変難しいことであろうかと思っております。今までこれを無事済まされてこられたことに

対して、逆に驚きって、敬意を表する次第ですけど。今回間違えられたのは、税務職員でも税理士の職員でも、

たまに間違えるような、１番ややこしいいわゆる、地方自治体特有の、間違いなもんですから、こういうのが、

やっぱり起きてしまったのかということで、先ほど申しましたように、研修で、知識を高めていただくことと、

これについては、少々お金はかかるかもしれませんけど、ある程度専門家、税理士なり認会計士なり、に頼ま

れるほうが、リスク的には少ないですし、その分職員さんの事務量も減りますので、その分がほかにむかえれ

るので、そっちのほうがいいんではないかなと思っております。各種補助金のことについてはちょっとまだ、

詳しくは存じ上げておりませんが私どもが、例月監査等でいろいろ、補助金についても使い道等々は指摘して

おりますし、いろいろ細かい数字の間違い等についても、例月監査等で指摘しております。その使い方云々に

ついては、今のところ、適切であったではなかろうかというような形で通してきておるところが、現実でござ

います。で、そっから、内部統制の話になるんですけど、今議員おっしゃったように、この内部統制作る、作

りたら、もともと監査委員は要らないと、いうような趣旨みたいです。極論からいけば。ただしその分、監査

委員のかわりに、なるいわゆるそこをチェックする人たちを外部から当然導入する必要が出てきますので、そ

れに対する、費用は当然かかってくるものではなかろうかと、私個人的には思っております。まず私今、ＴＫ

Ｃというところに所属しておりまして、そこがちょうど内部統制っていうのを、考えておりましてそこでちょ

っと資料がありましたんで、ちょっと時間いただいて、説明申し上げますと、そもそも何で内部統制かという

と、二つの大きな事件があったみたいです。平成１２年９月の大和銀行の巨額損失事件を、めぐる株主代表訴

訟。それと、平成１６年の西武鉄道の有価証券報告書の虚偽記載、が、内部統制という形の言葉が使われる、

理由になったみたいです。一方地方公共団体に見る、見ますと、大きな、当町ではありませんけど全国的に見

ますと、不適切な資金取扱いとか、工事発注をめぐる不正、休暇の不正取得、飲酒運転による交通事故等の不

祥事が相次いで表面化しているということで、地方行政に関しても、内部統制が必要ではないかということで、

御存じかと思いますけど平成３１年３月、総務省が、内部統制の導入実施ガイドラインというのを作って、導

入し、今おっしゃったように、私どもちょうど私どもが、あさぎり町の監査委員基準を作成したところであり

ます。内部統制の目的は、四つありまして、業務の有効性効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守。資産の

保全の四つで、これはいずれも、１０代から取り組んできたものであります。一つ目の業務の有効性は、地方

自治法２条１４項定める地方公共団体はその事務を処理するに当たって、住民の福祉の増進に努めるとともに、

最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない、に当たるものであり、また財務の信頼性として

は、地方公会計制度で求められる財務４票。また、地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく、４指標

などがこれに該当すると言われております。三つ目の法令遵守は、法令等遵守等、義務規定、地方公務員法第

３２条や信用失墜行為の禁止、同３３条が当てはまる。さらに資産の保全については、債務圧縮や財産確保数、

取り組むための資産財務、債務管理がっていうことになっております。で、こうした目的を達成するために、
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統制環境、リスク評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、いわゆる監視活動、ＩＴへの対応を機

能させていくものだという具合に言われております。こういうところも踏まえたところで、現実的には、今言

ったような法律上での、まず、町のほうには規制がかかっておりますし、またいろんな事務マニュアルとか、

等もありますので、それに私どもの日頃の例月、定期監査、そして決算審査で、こと足りるとは言いませんけ

ど、こうやって問題が起きてますんで、ある程度やっていけるものと思って、この監査基準をつくったところ

でありますし、ほかの町村においても同様な状況であります。熊本県と熊本市が作ってるんですかね、どうも

それが作らなくちゃならないということで作ってるみたいですけど。ただ、おっしゃるとおりに、内部統制を

しっかりやっていくことは町民の皆さんのためになることでありますんで、これは、この９条に書いてあると

おり、情報を集め判断するものとするというふうな形とっておりますので、今後よその市町村の状況とか、政

令市、都市の運用状況等を見極めて、改正していくものであるものではあるとは思ってますけど、現時点にお

いては、今の状況で、どうにかやっていけるんではなかろうかと判断しております。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  よろしいですか。ほかに。１１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  監査、大変お世話になっております。２点についてお伺いしたいと思いま

す。一つは報告書にも述べられておりますように、滞納が高額な案件、いろんな問題がございますけど、とか

徴収困難な案件があるということでございますけど、これに対しての不納欠損化しないための対策が十分であ

るかどうかに対する、監査委員さんの今の御意見を一つ伺いたいということと、もう１点は水道会計におきま

す、有収率が７４.６％であって、非常に漏水が多いと。いうことは多分管路の老朽化等があるのではないか

ということで考えますときに、管路の老朽化率等々がですね、当町と、近隣町村、また全国の水準と比べたと

きに、どの辺の位置にあるのか、またこれに対しての管路の更新に対する、促進に向ける、意見等がございま

したらお聞かせ願いたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  代表監査委員。はい、園田代表監査委員。 

●代表監査委員（園田 孝幸君）  高額滞納案件と納付困難な案件ですけども、これについては私が監査委員に

就任した時点から、税務課から情報はいろいろ聞いておりまして、それに対するアドバイスもしてきておりま

す。結果、多分、これだろうと思う高額案件については、好転しているんではないかと思っております。で、

個々の内容については、どこがどうというのは言いにくいんですけども、結果として先ほど申しましたように、

徴収率をアップしておりますし、現在においても、毎月の例月監査等で見ても、大きな滞納額が、入ってきて

おりますので、そこが納められてるのかどうか知りませんけども、順調に税務課の努力によって、説得、等に

よって、の回収は進んでいるのかなとは思います。ただ、おっしゃるとおり、どの案件かちょっと具体的に分

かりませんけど、確かに不納付、取れないっちゅうところも出てきておりますけど、これは税務課に聞くとこ

ろによりますと、もう財産がないとか、いうところのやむを得ない事案と確認しております。もう一つは、何

でしたっけ。水道、これについては、決算審査の段階で、上下水道課のほうにちょっと確認とって、よその状

況はどうなんだっていうのも聞いているんですけど、他所より、良くもなければ悪くもないというのを確認は

しております。詳しい数字ちょっと今持ってませんけど、もう必要なら、担当課が多分持っておられると思う

んで、そんなに悪い状況ではないんですけど、確かに、私は４分の１を漏れ、て判断しましたけど、漏れじゃ
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ないか、というところで、言っております。ただ議員おっしゃるとおりに、私もその点については、憂慮して

るところですので、事前に他所との状況比べてくれとか、ポンプの施設ごとのによって、あればその地区を言

って、重点してやったらどうかというような提言はさしていただいているところであります。よろしいでしょ

うか。 

◎副議長（森岡 勉君）  ほかに。質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで代表監査委員の質疑を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  お諮りします。一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書の審議について、１２日は厚

生文教常任委員会所管課分と税務課分、１３日は税務課を除く総務建設経済常任委員会所管課分についての説

明及び質疑を行い、総括質疑及び採決を１６日に行いたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  異議なしと認めます。したがって、来週１２日は厚生文教常任委員会所管課分と税務

課分、１３日は、税務課を除く総務建設経済常任委員会所管課分についての説明及び質疑を行い、１６日に総

括質疑及び採決を行うことに決定しました。なお、御手元に配付しました文書のとおり、各課の課長補佐及び

説明員として出席しますので、報告しておきます。 

◎副議長（森岡 勉君）  お諮りします。明日１０日と明後日１１日は休日のため休会にしたいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  異議なしと認めます。したがって、明１０日と明後日１１日は、休会とすることに決

定しました。以上で本日の日程は全部終了しました。これで散会します。 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。 

 

午後４時１２分  散 会 


